
診療開始時刻に関するお知らせ 

 

当院における午前の診療開始時刻は全科「午前８時４５分か

ら」としております。これまで各科において診療開始時刻を調

整しておりましたが、令和５年４月より定刻の「午前８時４５

分」を基本に診療を開始致します。 

また、一部診療科や出張医師による診療科については、診療

開始時刻が前後する場合があります。 

なお、総合窓口での保険証の確認、受付、自動受付機の稼働時

間については、これまで通りです。 

 

記 

 

令和５年４月以降 

診療開始 午前８時４５分～ 

 

※ 令和５年２月までに、４月以降の予約を取った一部の患者さんの予約時間が

「午前８時３０分」と表示されていることがありますが、診療開始は「午前８時 

４５分」からとなりますので、あらかじめご了承願います。 

※ ご不明な点は医事課までお問い合わせください。 

令和５年３月 

町立中標津病院 院長 


